
                              ７税第１７４６号                                                      

令和７年１２月１２日 

 

事 業 主  様 

              

              南相馬市長 門馬 和夫 

 

令和８年度固定資産税に係る償却資産申告書について（送付） 

 

 平素より、市税務行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、市では、令和８年度固定資産税に係る償却資産申告書について、申告が必要と思わ

れる方に対して、申告のご案内をしております。 

 つきましては、地方税法第３８３条の規定に基づき、令和８年１月１日現在における事業

用の償却資産について、期限厳守の上、申告いただきたくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 提出書類 

(1)  償却資産申告書 

     ・独自の様式（ＰＣからの打出し資料等含む）で提出する事業者は、印字されている   

取得価額等を確認のうえ、市から送付した申告書も必ず添付してください。 

(2) 種類別明細書（増加資産・全資産用、減少資産用） 

(3) 申告済一覧表（「申告済一覧表」が同封されていた方のみ） 

  ・お手数をお掛けしますが、減少資産がある場合「申告済一覧表」に減少資産分を    

朱線で削除し、種類別明細書と併せて提出してください。 

※ 書類の作成に当たっては、裏面からの手引き等を参考に作成してください。 

※ 控えが必要な場合は、返送用（控え）申告書及び返送先を明記し切手を貼付した封筒 

を同封してください。 

 

２ 提出期限 

 令和８年２月２日（月） ※余裕をもってのご提出について、ご協力願います。 

 

３ 提出先及び問合せ 

  ・〒９７５－８６８６ 南相馬市原町区本町二丁目２７番地 

  ・南相馬市役所 税務課 資産税係  

  ・電話 （０２４４）－ ２４ － ５２２７ 

  ・受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日・年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

提出の前に、再度、次の確認をお願いします。 

□ 申告書に連絡先は記入されていますか？ 

□ 申告書に資産所在地等は記入されていますか？ 

□ 昨年の申告合計金額と今年の前年前に取得した金額は同じですか？ 

 →違う場合は修正申告をお願いします。 

□ 資産の対象年数は記入されていますか？（増加資産がある場合） 

□ 資産の取得年月は記入されていますか？（増加資産がある場合） 

□ 課税標準額の特例に関する申請の書類はそろっていますか？（該当者のみ） 
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◆令和８年度固定資産税に係る償却資産申告書の手引き◆ 

 

Ⅰ はじめに                                                

１ 申告が必要な方 

令和８年１月１日時点で、南相馬市内に償却資産を有している方。 

 

２ 償却資産とは 

会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械・装置、車両・運搬具、船舶、工具・器具・備品等の 

資産を償却資産といい、土地、家屋と同様に固定資産税が課税されます。 

 

３ 注意が必要な資産 

以下のものは申告の対象となりますのでご注意ください。 

     ・ 耐用年数を経過しても（償却済資産）、引き続き事業の用に供している資産 

     ・ 帳簿に記載のない簿外資産であっても、事業の用に供することができる資産 

     ・ 遊休または未稼働の状態であっても、事業の用に供することができる資産 

     ・ 建設仮勘定で経理されているが、事業の用に供することができる資産 

     ・ 自動車税の対象とならない大型特殊自動車 

 

４ 償却資産として取り扱わない資産 

以下のものは申告の対象とはなりません。  

     ・ 南相馬市外にある資産（資産の所在地へ申告してください。） 

     ・ 土地、家屋 

     ・ 自動車税、軽自動車税の対象となっている車両 

     ・ 耐用年数が１年未満または取得価額１０万円未満で税務会計上一時損金または必要な経費に算入されたもの 

     ・ 取得価額が２０万円未満で事業年度ごとに一括して３年間で減価償却しているもの 

     ・ 無形固定資産（ソフトウェア、漁業権等） 

     ・ 繰延資産（開業費、開発費等） 

     ・ たな卸資産（商品、製品等） 

     ・ 鑑賞、興行用以外の生物 

     ・ 経年によって価値が減少しない資産（絵画、骨董品等） 

     ・ リース資産（リース会社に申告義務があります。） 

     ・ ファイナンスリースによる資産で、取得価額が２０万円未満のもの 

 

５ 家屋と償却資産の区分 

    固定資産税における取扱では、家屋と償却資産を区分して評価しています。 

    ○家屋と設備（償却資産）の所有者が異なる場合 

      設備（償却資産）の所有者の償却資産として取り扱います。 

    ○家屋と設備（償却資産）の所有者が同じ場合 

      以下のものは償却資産として取り扱います。 

・ 独立した機器としての性格が強いもの（受変電設備等） 

・ 特定の生産又は業務の用に供されるもの 

・ 家屋に取り付けられたもの（ルームエアコン（壁掛型）等） 

・ 構造的に家屋と一体になっていないもの（屋外の設備等） 

     ※自己所有の家屋を改修した場合の費用は、家屋評価に含まれるので、償却資産として取り扱いしません。 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 国税（法人税や所得税）との主な違い 

    次のような項目は国税と取扱が異なりますのでご注意ください。 

項目 
固定資産税の取扱 

（償却資産） 

国税の取扱 

（法人税、所得税） 

基準日 賦課期日（１月１日） 事業年度 

減価償却の方法 定率法 定率法、定額法の選択制 

前年中の新規取得資産の償却方法 半年償却（１/２） 月割償却 

圧縮記帳（※） × ○ 

特別償却・割増償却 

（租税特別措置法） 
× ○ 

評価額の最低限度額 取得価額の５％ 備忘価額（１円）まで 

※圧縮記帳の制度は認められていません。国庫補助金等で取得した資産で取得価額の圧縮をしたものについては、 

圧縮前の取得価額を申告してください。 

家屋 償却資産 家屋 償却資産

建築工事 内装・造成等 床・壁・天井仕上げ、店舗造成等工事一式 ○ ◎
受変電設備 設備一式 ◎ ◎
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等 ◎ ◎
中央監視設備 設備一式 ◎ ◎

屋外設備一式 ◎ ◎
屋内設備一式 〇 ◎

電力引込設備 引込工事 ◎ ◎
特定の生産又は業務用設備 ◎ ◎
上記以外の設備 〇 ◎
電話機、交換機等の機器 ◎ ◎
配管、配線、端子盤等 ◎ ◎

LAN設備 設備一式 〇 ◎
マイク、スピーカー、アンプ等の機器 ◎ ◎
配管・配線等 〇 ◎

インターホン設備 集合玄関機、親機・子機等 〇 ◎
受像機（テレビ）、カメラ ◎ ◎
配管・配線等 〇 ◎

避雷設備 設備一式 〇 ◎
火災報知設備 設備一式 〇 ◎
避難非常通報装置 設備一式 〇 ◎

屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 ◎ ◎
配管、高架水槽、受水槽、ポンプ等 〇 ◎
局所式給湯設備（電気温水器・湯沸器用） ◎ ◎
局所式給湯設備（ユニットバス用、床暖房用）、
中央式給湯設備

〇 ◎

屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備 ◎ ◎
屋内の配管等 〇 ◎

衛生設備 設備一式（洗面器、大小便器等） 〇 ◎
消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ等 ◎ ◎
消火栓設備、スプリンクラー設備等 〇 ◎
ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産又は業務用設備 ◎ ◎
上記以外の設備 〇 ◎
特定の生産又は業務用設備 ◎ ◎
上記以外の設備 〇 ◎

自動車管制装置 設備一式 〇 ◎

駐車場設備
機械式駐車設備、料金精算機、駐車券発行機、
カーゲート、フラッパーゲート等

◎ ◎

工場用ベルトコンベア ◎ ◎
エレベーター、エスカレーター等 〇 ◎
顧客の求めに応じるサービス設備（飲食店、ホテル等）、
寮、病院、社員食堂等の厨房設備

◎ ◎

上記以外の設備 〇 ◎

その他
洗濯設備、冷蔵・冷凍倉庫における冷却装置、
POSシステム、広告塔、看板、簡易間仕切（衝立）、
カーテン、ブラインド等

◎ ◎

外構工事 外構工事 工事一式（門、塀、緑化施設等） ◎ ◎

その他の
設備

運搬設備

厨房設備

給排水・
衛生設備

給排水設備

給湯設備

ガス設備

消火設備

空調設備
空調設備

換気設備

電気設備

電灯コンセント設備、
照明器具設備

動力配線設備

電話設備

放送・拡声設備

監視カメラ（ITV）
設備

設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容
家屋と設備等の所有関係

同じ場合 異なる場合
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Ⅱ 申告について                                            

 

１ 申告の方法 

(1) 南相馬市様式により申告する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 電算申告による独自様式又は eLTAX（電子申告）により申告される場合 

・毎年１月１日現在の南相馬市内にあるすべての資産を申告してください。 

・資産に増減があった場合は、増減明細の提出をお願いします。 

・すべての資産について評価額を算定してください。（P4、P5 を参照してください） 

・評価額の最低限度額は、取得価額の５％になります。 

     ・独自自様式で提出する場合、南相馬市より送付した申告書も併せて提出くださるようお願いします。 

 

２ 申告時の注意 

   ・ 申告書の代表者印については、押印義務の見直しにより、義務がなくなりました。 

   ・ 郵送による申告で、控えが必要な場合は、返送用の申告書をご準備の上、返送先を明記し切手を貼付した封筒 

を同封してください。 

 

３ 申告されない方、虚偽の申告をされた方 

  正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第３８６条及び南相馬市税条例第７５条の規定により過料を科さ 

れることがあります。 

  また、虚偽の申告をした場合は、地方税法第３８５条の規定により罰金を科されることがあります。 

 

４ 申告漏れ資産があった場合 

  決算期以降、賦課期日（１月１日）現在までの間の取得資産について、申告漏れのないようにしてください。 

申告漏れ資産等がある場合、過年度に遡って課税されます。その際、修正申告の提出をお願いすることがあります。 

台帳等の未整理のため期日までに申告できなかった資産については、台帳等の整理がつき次第、必ず修正、追加

の申告をしてください。 

 

 

今までに申告 

されている方 

増減・変更がある場合 

増減・変更がない場合 

該当資産なし、 

廃業・解散等した場合 

記入例を参照し、申告書 

及び種類別明細書を記入 

申告書右下「18.備考」に 

”増減なし”と記入 

申告書右下「18.備考」に 

”該当なし”又は、 

廃業・解散した旨を記入 

初めて申告される方 

記入例を参照し、1 月 1 日現在、南相馬市内

に所在する申告が必要な資産すべてを種類別

明細書に記入 
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Ⅲ 評価について                                            

  償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数をもとに、取得後の経過年数に応じて価値の減少（減価）を考慮して 

評価します。 取得価額の５％が最低限度額となり、それより減価されません。 

 

１ 計算方法 

    ○前年（令和７年）中に取得した資産       ○前年（令和７年）前に取得した資産 

取得価額×下表（Ａ）＝評価額               前年度評価額×下表（Ｂ）＝評価額 

 

２ 計算例 

    取得価額 500,000 円、取得年月令和７年１０月、耐用年数７年の資産の場合 

     １年目（令和 ８年） 500,000 円 × 0.860 ＝ 430,000 円 

     ２年目（令和 ９年） 430,000 円 × 0.720 ＝ 309,600 円 

     ３年目（令和１０年） 309,600 円 × 0.720 ＝ 222,912 円 

     …  

     １０年目（令和１７年）  31,053 円 × 0.720 ＝  22,358 円 ＜ 25,000 円 

     １０年目以降、取得価額の５％未満になるので、以降 25,000 円が評価額となります。 

 

３ 減価残存率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 太陽光発電設備を設置された方へ                              

法人、個人が事業用に設置した太陽光発電設備については、償却資産の対象となります。 

 ※個人用の住宅のために設置した太陽光発電のうち、１０ｋＷ以上の発電能力があるものについては、余剰売電で 

あっても償却資産の対象となります。 

 

 設置者 範囲 申告対象 

法人 すべての太陽光発電設備 ○ 

個人（事業用） すべての太陽光発電設備 ○ 

個人（住宅用） 
１０ｋＷ以下の太陽光発電設備 × 

１０ｋＷ以上の太陽光発電設備 ○（※） 
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Ⅴ 申告書の書き方                                         

１ 償却資産申告書の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 種類別明細書（全資産用）の記入例  ※電算申告の場合は必ず課税標準額を計算してください。 
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３ 種類別明細書（増加資産用）の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 種類別明細書（減少資産用）の記入例 
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Ⅵ 課税標準の特例について                                     

  地方税法等に規定する一定の要件を備えた資産は、固定資産税が軽減されます。新たに特例適用資産を取得された 

場合は、償却資産申告書の「１８ 備考」欄と種類別明細書の「摘要」欄にその旨を記載のうえ、「固定資産税（償却資産） 

特例適用申請書」を、事実を証明する書類等と併せて提出してください。 

※申請書については、南相馬市ＨＰからダウンロードしていただくか、担当までご連絡ください。 

＜主な特例＞ 

根拠法令 適用対象資産 特例率 添付書類 

地方税法 

第３４９条の

３ 

第２項 ガス事業用の製造・供給施設 当初５年間１/３ 

その後５年間２/３ 

ガス事業法に基づく許可

の写し 

第４項 外航船舶 

準外航船舶 

１/６ 

１/４ 

不要 

第５項 内航船舶 １/２ 不要 

地方税法 

第３４９条の

３の４ 

 震災等により滅失又は損壊した 

償却資産の代わりに取得した資産 

当初４年間１/２ 

 

被災により滅失、又は  

損壊したことが確認でき

る書類 

地方税法 

附則第１５条 

第２項 

第２号 

ごみ処理施設 １/２ 設置許可申請書の写し 

第２項 

第３号 

一般廃棄物の最終処分場 ２/３ 設置許可申請書の写し 

第２項 

第４号 

産業廃棄物処理施設 １/３ 設置許可申請書の写し 

地方税法 

附則第１５条 

第４３項 中小企業者等の生産力向上先端

設備（※） 

（「先端設備等導入計画」の認定を

受けた設備のうち、要件を満たし

た、機械及び装置、工具、器具及

び備品並びに建物附属設備） 

「先端設備等導入計画」に 

おいて賃上げ方針（1.5％以

上）を位置づけ、令和７年４月

１日から令和９年３月３１日ま

でに取得した資産 

<1.5％以上の賃上げ表明> 

当初３年間１/２ 

<３％以上の賃上げ表明> 

当初５年間１/４ 

先端設備等導入計画に

係る申請書・認定書・  

確認書、賃上げ方針を 

表明したことを証する  

書類（賃上げ方針を位置

付けている場合）の写し 

地方税法 

附則第５６条 

第１２項 東日本大震災の被災により滅失、

又は損壊した償却資産の代わりに

取得した資産 

当初４年間１/２ 

<取得期間> 

令和８年３月３１日まで 

被災により滅失、又は  

損壊したことが確認でき

る書類（平成２３年の申告

書等） 

旧地方税法 

附則第１５条 

第４４項 中小企業者等の生産力向上先端

設備（※） 

（「先端設備等導入計画」の認定を

受けた設備のうち、要件を満たし

た、機械装置、測定工具及び検査

工具、器具備品、建物附属設備） 

「先端設備等導入計画」に 

おいて賃上げ方針を位置づ

け、従業員への表明が 

①無しの場合 

令和５年４月１日から令和７

年３月３１日まで取得 

⇒当初３年間１/２ 

②有りの場合 

<取得期間> 

令和５年４月１日から令和６

年３月３１日までのもの 

  ⇒当初５年間１/３ 

<取得期間> 

令和６年４月１日から令和７

年３月３１日までのもの 

⇒当初４年間１/３ 

先端設備等導入計画に

係る申請書・認定書・  

確認書、賃上げ方針を 

表明したことを証する  

書類（賃上げ方針を位置

付けている場合）の写し 

※先端設備等導入計画に係る申請や認定については、南相馬市商工労政課へお問い合わせください。 
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Ⅶ 固定資産税の課税免除・不均一課税について                                      

市内において、一定の事業の用に供する家屋の建設及び設備・土地を取得した事業者は、申請手続き等によって、固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けることが     

できます。制度によっては、資産の取得(着工)前に、市又は県の「指定」、「認定」を受ける必要があります。 

 

１ 主な固定資産税の課税免除・不均一課税 
 

 

復興特区法 

（東日本大震災復興特別区域法） 

福島特措法 

（福島復興再生特別措置法） 
地域再生法 

原発特措法 

（原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法）  

対象区域 復興産業集積区域 ※1 新産業創出等推進事業促進区域  ※1 市全域 地方活力向上地域 ※1 市全域 

対象事業者 

「指定事業者事業実施計画」を

作成し、市の指定を受けた個人

事業者又は法人※2 

「新産業創出等推進事業実施 

計画」を作成し、県の認定を  

受けた個人事業者又は法人※2 

「特定事業活動指定事業者  

事業実施計画」を作成し、県の

指定を受けた個人事業者又は

法人※2 

「地方活力向上地域特定業務 

施設整備計画」を作成し、県の 

認定を受けた個人事業者又は 

法人※2 

個人事業者又は法人 

対象業種 

又は 

対象事業 

製造業関係、製造業等施設整備

事業、農林水産業関係、 

観光関連産業関係 

廃炉、ロボット・ドローン、 

エネルギー・環境・リサイクル、 

農林水産業、医療関連、 

航空宇宙 

農林水産関連産業 

観光関連産業 

業種の指定なし 

（移転型・拡充型 ※3） 

特定業務施設 ※4の取得 

製造業、道路貨物運送業、 

こん包業、卸売業 

※製造業以外は、増加する雇用  

者数の数が１５人を超えるもの 

対象資産 新設又は増設した家屋、償却資産（機械及び装置等）並びに取得日の翌日から１年以内に家屋の建設に着手した土地 

取得価格等 
要件なし 

※製造業等施設整備事業は要件あり 
要件なし 要件なし 

減価償却資産の取得価格合計額が

３，８００万円以上 

（中小企業者等は１，９００万円以上）  

減価償却資産の取得価格合計額が  

２，７００万円超 

対象資産の 

取得期限 
令和８年３月３１日 令和８年３月３１日 令和８年３月３１日 

令和８年３月３１日までに認定を

受け、その翌日から３年以内 
令和９年３月３１日 

課税免除・ 

不均一課税 

の別 

課税免除 

（５年間） 

課税免除 

（５年間） 

課税免除 

（５年間） 

・移転型…課税免除（３年間） 

・拡充型…不均一課税 

（１年目 0、２年目 1/3、３年目 2/3 に軽減） 

不均一課税 

（１年目 1/10、２年目 1/4、３年目 1/2に軽減） 

※1 対象となる具体的な地名（地番）については、県及び市のホームページを確認していただくか、裏面の各機関へお問い合わせください。 

※2 対象事業者となるために必要な「指定」又は「認定」を受けるには、資産の取得(着工)前に手続きが必要になります。 

手続きの方法については、県及び市のホームページを確認していただくか、裏面の各機関へお問い合わせください。 

※3 ≪移転型≫東京都 23区から本社機能を移転する場合 ≪拡充型≫本社機能を拡充する場合(東京都 23区以外から本社機能移転を含む)  

※4 特定業務施設：調査・企画部門、情報処理部門、その他管理業務部門等の事務所、研究所、研修所であって重要な役割を担う事業所等                （裏面へ） 
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２ 課税免除・不均一課税の申請期限                                                                           

  毎年３月２０日（休日の場合は、翌開庁日） 

 

３ 問合せ先                                                                                

・【固定資産税の課税免除・不均一課税に関すること】 

⇒ 南相馬市総務部税務課 資産税係（電話０２４４-２４-５２２７）  

・【市の「指定」手続きに関すること】 

≪製造業関係≫ 

⇒ 南相馬市商工観光部商工労政課 企業支援係（電話０２４４-２４-５３３５） 

  ≪農林水産業関係≫ 

⇒ 南相馬市農林水産部農地集積課 推進係（電話０２４４-４４-６８０２） 

  ≪観光関連産業関係≫ 

⇒ 南相馬市商工観光部観光交流課（電話０２４４-２４-５２６３） 

・【県の「指定」、「認定」手続きに関すること】 

⇒ 相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課（電話０２４４－２６－１１４２） 

 

４ その他                                                                                 

対象事業者となった場合、国税(法人税・所得税)、県税(事業税、不動産取得税)においても優遇措置を受けられる場合があります。 

詳しくは、県及び市のホームページを確認していただくか、各該当機関へお問い合わせください。 


